
令和 7 年第４回宝塚市教育委員会の会議（定例会）会議録 

 

１ 開催日   令和７年２月２０日（木） 

２ 場 所      宝塚市役所 第二庁舎 会議室 A 

３ 開会時間  午前９時３０分 

４ 閉会時間  午前１０時４０分 

５ 出席した委員の氏名 

  赤井 稔教育長、木野 達夫委員、松浦 一枝委員、石井 克馬委員及び春日井 敏

之委員 

６ 除斥した委員の氏名 

７ 委員及び傍聴人を除く、議場に出席した者 

管理部部長      髙田 輝夫 

学校教育部長     藤川 明人 

社会教育部長     番庄 伸雄 

管理部次長      上治 秀臣 

管理部次長      池本 和義 

学校教育部次長    西口 信幸 

学校教育部次長    前田 政子 

学校教育部次長    山下 昌裕 

教育企画課長      岡本 進 

職員課長        奥田 利冨美 

学校教育課長      石田 勝久 

教育研究課副課長    前川 真宏 

教育企画課係長     板垣 慎一郎 

 
８ 会議の書記 

教育企画課事務職員  中瀬 陽子 

９ 議題 

報告第２号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市立仁川小学校教頭の後 

任人事および採用にかかる内申について） 

報告第３号 専決処分した事件の承認を求めることについて（令和７年２月１７日付教育委 

員会所管職員の人事異動について） 

報告第４号 専決処分した事件の承認を求めることについて（宝塚市公立学校校長及び教頭 

の人事異動について） 

議案第４号 宝塚市立歴史民俗資料館条例施行規則の一部を改正する規則の制定について 

報告事項 令和６年（２０２４年）度１２月における宝塚市立学校の「いじめ事案」につい 

    て 
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会議の概要 

 

─────────── 開会 午前 9 時 30 分 ───────────── 

赤井教育長 

 令和 7 年第 4 回宝塚市教育委員会の会議(定例会)を開催いたします。傍聴希望の方はい

らっしゃいますか。 

 

岡本課長 

 おられません。 

 

赤井教育長 

 本日は、春日井委員がオンラインでの出席です。本日の署名委員は春日井委員です。よろ

しくお願いします。本日の付議案件は、報告事項 3件、議決事項 1件、議決事項以外の案件

1件です。それでは、進行について事務局からお願いします。 

 

岡本課長 

 本日の付議案件は、報告事項 3 件、議決事項 1 件、議決事項以外の案件 1 件です。案件

は、報告第 2号 専決処分した事件の承認を求めることについて(宝塚市立仁川小学校教頭

の後任人事および採用にかかる内申について)、報告第 3号 専決処分した事件の承認を求

めることについて(令和 7年 2月 17 日付教育委員会所管職員の人事異動について)、報告第

4 号 専決処分した事件の承認を求めることについて(宝塚市公立学校校長及び教頭の人事

異動について)、議案第 4号 宝塚市立歴史民俗資料館条例施行規則の一部を改正する規則

の制定について、報告事項 令和 6 年(2024 年)度 12 月における宝塚市立学校の｢いじめ事

案｣について、です。審議の順としましては、議案、いじめ報告、報告の順でお願いします。 

｢いじめ事案｣につきましては、個人に関する内容を含むため、報告第 2 号から第 4 号に

つきましては、人事に関する案件のため、非公開での報告でお願いいたします。事務局と説

明員以外の方は退出していただきます。また、報告第 2号及び報告第 3号につきましては、

一括での審議をお願いいたします。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

赤井教育長 

 それでは議案第 4 号 宝塚市立歴史民俗資料館条例施行規則の一部を改正する規則の制

定について、担当課より説明をお願いいたします。 

 

番庄部長 

 議案第 4 号 宝塚市立歴史民俗資料館条例施行規則の一部改正について、提案理由及び

内容を御説明いたします。 
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本件は、宝塚市立小浜宿資料館及び宝塚市立歴史民俗資料館旧和田家住宅の休館日を変

更するため、本規則の一部を改正するものです。同館は、平成 6年及び平成 11年に開館し、

昔の暮らしを学ぶ施設として市内小学校 3年生の校外学習にも利用していますが、令和 6年

度の事務事業見直しの際に、より効率的な運用を図るため、通常開館は来館者が集中する土

日のみとし、平日は団体や校外学習利用の予約がある場合に臨時開館とするため、規則を改

正いたします。 

資料では、提案書９ページからなりますが、一部を改正するということになっております。

中身といたしましては、第 2 条中の表中｢火曜日｣を｢から金曜日まで｣に改めるということ

にしております。新旧対照表をつけております。上段が現行でございます。改正案が改正後

の案ということになります。ご覧いただいたような下線部を引いてるところでございます。

現行、小浜宿資料館及び和田住宅につきましては、月曜日、火曜日及び年末年始という立て

付けになっておりますが、改正案といたしましては、いずれも月曜日から金曜日まで、それ

と年末年始という立て付けにしていくという改正案になっております。施行日につきまし

ては、本年 4月 1日からということを考えております。説明は以上でございます。 

 

赤井教育長 

 ありがとうございます。何かご質問等ありましたらお願いします。 

 

石井委員 

 小浜宿の方なんですけども、普段、｢みんなのトイレ｣として利用させてもらっていたんで

すが、そこはもう使えなくなるってことですかね。平日は。 

 

河合課長 

 そうですね。基本的には平日は予約があった場合に対応になりますので、基本的に土日の

みの共用となります。 

 

石井委員 

 マップに共用トイレとして掲載がありましたが、それはどうなるのですか。 

 

河合課長 

 施設が閉まっているので、お手洗いは使えないです。 

 

石井委員 

 じゃあ、地域のマップにもこの共用トイレもはずしていくのですね。 

 

河合課長 
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 そうですね、現在も月火は使えないので、その意味でも平日は小浜宿と併せて使えなくな

るということです。 

 

石井委員 

 地域の方はご存知ですか。 

 

河合課長 

 ある程度の案が固まってから、また説明に参りたいと思います。 

 

石井委員 

 そうですね。お願いします。 

 

赤井教育長 

 他よろしいですか。他に何か質問等ありますか。 

 

松浦委員 

 参考までになんですけど、これまで平日の利用って、どのぐらいだったんですか。 

 

河合課長 

 令和 5 年度の実績になるんですが、平均値でいきますと、大体平日は平均 3 人ぐらいで

す。で、土日は 6.2 人ということで、土日の平均の方が 2倍近くありますが、そもそも来館

者は多くないので。平日の方は校外学習とか小規模団体が多かったので、それを完全予約に

させていただきます。そうすることで、あまり一般来館者には支障ないかと考えています。 

 

松浦委員 

 わかりました。ありがとうございました。 

 

赤井教育長 

 他に何かありますか。なかったら私の方から。今までの月火は休館で、その時には、団体

予約がある場合は開けるっていう扱いはされたんですか。 

 

河合課長 

 もちろん、小学校とか校外学習で希望があれば、対応はしていました。 

 

赤井教育長 

 今後、平日は団体予約を受けるっていう形なんですけど、団体予約ってどれぐらいあった
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か、数字的にはわかりますか。 

 

河合課長 

 まず、校外学習の数だけでいきますと、去年だけで小学校が 12 校。 

 

赤井教育長 

 市内の小学校ですね。 

 

河合課長 

 そうです。人数で言えば令和 5 年度であれば 1146 人、小浜宿資料館と旧和田家住宅で

1146 人です。 

 

赤井教育長 

 そこに対しては同じ扱いだから影響が出ないということですね。わかりました。 

他、何かありませんか。無いようですので、議案第 4 号｢宝塚市立歴史民俗資料館条例

施行規則の一部を改正する規則の制定については、原案の通り可決でよろしいでしょうか。 

 

委員 

 (承認) 

 

赤井教育長 

 ありがとうございます。それでは、先ほど事務局からありましたように、ここからの案件

は非公開といたします。報告事項 令和 6 年(2024 年)度 12 月における宝塚市立学校の｢い

じめ事案｣について、担当課より説明をお願いします。 

 

【非公開での報告事項あり】 

 

赤井教育長 

それでは、事務局からありましたように、ここからの議題は人事案件となりますので、事

務局と説明員以外は退席をお願いします。 

 

【 事務局と説明員以外退出 】 

 

赤井教育長 

 それでは、報告第 2号 専決処分した事件の承認を求めることについて(宝塚市立仁川小

学校教頭の後任人事および採用にかかる内申について)、報告第 3号 専決処分した事件の
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承認を求めることについて(令和 7年 2月 17 日付教育委員会所管職員の人事異動について)

について、担当課より一括して説明をお願いいたします。 

 

【非公開での報告事項あり】 

 

赤井教育長 

 他よろしいですか。 

 そうしましたら、この件についてはご承認いただくということでよろしいでしょうか。 

 

委員 

 (承認) 

 

赤井教育長 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、報告第 4号 専決処分した事件の承認を求めることについて(宝

塚市公立学校校長及び教頭の人事異動について)、担当課より説明をお願いします。 

 

【非公開での報告事項あり】 

 

赤井教育長 

 他、何かありますか。よろしいでしょうか。 

 それでは、無いようですので、報告第 4号 専決処分した事件の承認を求めることについ

て(宝塚市公立学校校長及び教頭の人事異動について)は、ご承認いただけるとことでよろ

しいでしょうか。 

 

委員 

 (承認) 

 

赤井教育長 

 ありがとうございます。 本日の案件は以上となります。 

 それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。 

 

─────────── 閉会 午前 10 時 40 分 ───────────── 


